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３ 優先的に耐震化を進める対象施設―急所施設の整備内容の年次計画

　川口市上下水道耐震化計画は、 上位計画である 「第５次川口市総合計画」 に定め
る基本方針に基づき、 水道事業においては 「アクアプラン川口21」、 下水道事業にお
いては 「川口市公共下水道事業経営戦略」 及び 「川口市下水道総合地震対策計画」
に掲げる施策を実現するものです。

１ 計画の概要
　上下水道システムの最重要施設である浄配水場、下水処理場等の急所施設及び災
害拠点病院、 避難所、 防災拠点等の重要施設（153施設）を設定した後、 急所施設及
び重要施設に接続する上下水道管路等について、 今後概ね60年間で耐震化を完了
することを目指し、 このうち令和７年度から令和11年度までの５年間で優先的に耐震
化を進める必要がある急所施設及び重要施設 （27施設）に接続する上下水道管路等
を対象に耐震化を計画したものです。
　急所施設 ：30施設（その施設が機能を失えばシステム全体が機能を失う重要施設）
　重要施設 ：153施設（避難所、 災害拠点病院、 災害拠点等の重要施設）

２ 計画期間
　令和７年４月から令和12年３月までの５年間とする。 なお、 進捗状況を確認し、概
ね５年毎に計画の更新を行うもの。

川口市上下水道
耐震化計画について

都市基盤整備・危機管理対策特別委員会報告より

浄水施設 　　　　    令和７年度～令和８年度       神根浄水場１施設 

送水施設（送水管） 　  令和７年度～令和10年度      送水管601ｍ 

重要施設までの水道管路      令和７年度～令和11年度      水道管2，314ｍ 

重要施設に接続する
下水道管路　 

ポンプ場 　　　　    令和９年度         　                新堀中継ポンプ場１施設 

 令和７年度～令和11年度     下水道管3312ｍ

項　目                       実施年度 　　　　　　　  備　考 

７月の無料法律相談
◎日時／７月８日（火）18時～

◎会場／日本共産党埼玉南部地区委員会事務所２階

主催：日本共産党川口市議会議員団
川口市前川２-28-10　電話 048-267-8411

　　　

事前に電話予約の上、お越しください。なお、申し込みの際は氏名、
電話番号をお伝えください。当日は筆記用具などご持参ください。
相談希望の方は党市議会議員、または下記電話までご連絡下さい。

川口市議会６月定例会
が開会されます

　６月２日（月）から川口市議会６月定例会が開会予定となっています。 日本共産党
川口市議団からは金子ゆきひろ市議とふじしまともこ市議が一般質問を行う予定とし
ています。
　日本は日本国憲法のもと国の政治は議院内閣制となっていますが、 地方政治は二
元代表制としていて、 各市町村の首長も議会もともに選挙で選ばれた代表による政治
となっています。 なので市長のもとに市議会があると誤解しているかたもいますが、 市
長も議会もともに代表となっています。 なので本来は地方政治における議会は与党 ・ 

野党という概念ではなく、 議会全体として首長、 行政を監視する役割を持っています。
議員は議会全体としての権能を持っています。 そうした市議会での議員の活動を傍聴
することは市政参加の一つの方法であり、 議会を実際に社会を変えるための公器とし
て役割を発揮させる上でも大切です。
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2026年度からの水道料金・下水道使用料の引上げ議論がはじまっています
　川口市の来年度からの水道料金と下水道使用料の見直しのための議論が、 上下水
道運営審議会で進められています。
　前回の審議会では2026年度からの改定に向け水道料金を平均26．74%、 下水道
使用料を平均27．16％引き上げることを前提に審議が進められることが確認されて
いました。
　５月14日に開催された審議会では水道料金、 下水道使用料の改定案が示されまし
た。 右記の表のように水道 ・下水道の口径別基本料金や従量料金の見直し案となっ
ています。
　改定案の中では 「基本資料の廃止」 が方針として示されています。２点目に従量料
金における逓増度の緩和を進める内容です。 「基本水量の廃止」 は、 市は公衆衛生の
向上や生活環境の改善を図るという目的は概ね達成していること、 水道料金算定要
綱において漸進的に解消することとされていることから廃止するとの説明です。
　また、 従量料金の逓増度（※１）の緩和については大口使用者に負担が偏っている
ため、負担の公平性と経営の安定性の観点で一般家庭などの小口使用者の過度の負
担とならないように配慮しながら見直すとしています。これにより、 逓増度は水道で４．
24→４．12へ、下水道では２．59→２．53になります。
　今回の改定案では一般家庭に多い水道の口径20ｍｍ管で一月20㎥を使用した場
合の家庭の負担額は水道で990円/月、 下水道で584円/月の増加となり1574円/月
の負担増です。
　一般家庭に見込まれる改定率は平均家庭率よりも高くなっています。

※１：逓増度（ていぞうど）とは・・・使用水量が多くなるに伴い1㎥あたりの単価が高くなる
　　   度合いのこと
※２：水道料金、下水道使用料、１月あたりの負担額の表は川口市上下水道運営審議会の
            資料より抜粋して作成


